
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時 平常時 

ラジオ難聴に対する３つの基本方針（P５） 

① 災害時において市民が必ず1局以上のラジオ放送を聴取可能 

② 災害発生時もラジオが十分活用されるよう日頃からラジオの活用を周知 

③ 平時において市民が満足するラジオ受信環境の実現 

 

３つの具体的施策（P６） 

プランの概要 

① 受信環境の改善・・・6つの事業 

② ラジオ以外の代替メディアの利用促進・・・4つの事業 

③ ラジオ放送事業者のサービス（エリア）の拡充・・・2つの事業 

 

参照（P10～17） 

① ラジオを聴くためのチェックシート 

② 指定避難所ラジオ受信状況調査 

③ 携帯電話不感エリア図 

④ 安芸市ラジオ受信環境整備マニュアル 

 

ラジオが聴けんと、しょー困るよ 


